
山口市のコミュニティ交通の取組

「市民、事業者、行政が協働し

みんなで創り育てる」

山口市都市政策部交通政策課

「交通不便地域の住民サービスを考える」研修資料
平成２９年１２月７日（木）



山口県山口市について

合併

Ｈ１７.１０ １市４町合併
（山口市、小郡町、秋穂町、阿知須町、徳地町）

Ｈ２２. １ 阿東町を編入

秋穂(地域核)
阿知須(地域核)

小郡(都市核)

徳地(地域核)山口(都市核)

阿東(地域核)

課題

面積 １，０２３．２３ｋ㎡
人口 １９７，４２２人

非効率な都市構造

高齢化率 ２７．０％ 社会福祉費の増加

強いマイカー依存
非線引き都市

都市のスプロール化

中心市街地の衰退、生活インフラ整備・維持コストの増大、
農山村の人口減少や生活機能の低下

多核分散型の都市構造

持続可能なまちづくりへの政策転換

行政主体のバス運行 移動手段のない地域
から不公平感

わが地域にもコミュニティバスを！

不満

財政負担限界

1



山口市市民交通計画、総合連携計画の策定へ

山口市交通まちづくり委員会を設置

行政は、資料提供のみに徹し、
委員会メンバーで山口市の公共交通の
あり方を検討【８回開催】できる限り市民意見を反映

計画の検討段階から市民とともに考えていく
必要がある

コミュニティバスや赤字バスの実態を情報公開
交通体系の考え方も掲載したパンフレットを全世帯配布

市を１１ブロックに分けて地域検討会を開催

意欲ある町内会と月１回ペースで勉強会を開催

計画の検討段階から事業者とともに考えていく
必要がある

これからの交通まちづくりは、事業者の理解、協力が
不可欠

月１回ペースで意見交換会を開催

市民アンケート実施 先進事例研究

平成１９年９月策定

計画推進体制の構築

山口市公共交通委員会
（地域公共交通の活性化及び再生に関する法の法定協議会）

市民、事業者、有識者、行政等との協働

交通政策の舵取り役

市地域公共交通会議
コミュニティ交通の運行等に

関する協議

市有償運送運営協議会
自家用車有償運送に関する協議

市役所内検討組織

平成２０年３月

山口市地域公共交通総合連携計画の策定
活性化再生法の法定計画と市民交通計画の実施計画を兼ねる 2



山口市市民交通計画

２ 基本目標

市民生活と都市活動を支える公共交通の確立

①地域内での移動は、

市民の日常生活を支える持続可能な地域交通を整えます

②街なかの移動は、

求心力を高め、街の活力を創出する都市交通を整えます

③広域的な移動は、

交流をひろげ、都市の発展を支える広域交通を整えます

～子や孫の代まで続く公共交通にしよう～
創ろう！守ろう！みんなの公共交通

市民誰もがいきいきと安心して住み続けられるよう、

市民、事業者、行政が協働して、持続的な公共交通を創り守ることにより、

クルマに頼りすぎない交通まちづくりを目指します。

１ 基本理念

●一部地域に行政主体のコミバス運行による他地域からの不公平感

●マイカー利用による鉄道・路線バスの利用者の減少

●宅地開発等による郊外への人口分散 等々

みんなで役割分担をして
長続きする公共交通体系
を創っていこう！
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山口市市民交通計画

３ 取組姿勢

みんなが協働して創り育てる

みんなが主役となって、それぞれの役割を果
たし、協働して安定的で持続可能な交通システ
ムを整えます。

協 働

市民の役割

地域住民の主体的な
参画のもと、創意と工夫
をこらし、地域の特性に
合った交通システムを
創り、支えていくしくみを
整えます。

事業者の役割

各公共交通機関の
培ったノウハウや知識
を生かし、相互の連携
を高めることにより、効
率的で利便性の高い交
通システムを整えます。

行政の役割

積極的な情報公開と
公平な機会の提供とと
もに、従来の発想にとら
われず柔軟な発想で、
市民や事業者の取り組
みをサポートします。

市民の移動手段は、「行政が確保する」といっ
たこれまでの考え方を見直し、市民の移動手段
は、「みんなで創り育てる」といった姿勢のもとで
取り組んでいきます。



山口市市民交通計画

基幹交通

都市核と地域核を結ぶ基幹交通（鉄道、路線バス）や、地
域核と生活拠点を結ぶ準基幹交通（路線バス）については、
交通事業者が主体となり整えます。

コミュニティ交通

地域をきめ細かくカバーし、地域の中心部や基幹交通に接
続するコミュニティ交通（コミュニティタクシーなど）について
は、地域が主体となり、地域にあった移動手段を整えます。

連続性の確保

乗り継ぎ、結節点については、できる限り商業施設、医療
機関等を活用しながら、憩いの場となるように配慮します。
また、各公共交通機関の連携を強化し、負担（待ち時間、
移動距離、運賃など）が小さくなるよう工夫します。

こうした方針のもと、市民の皆様と取り組んでいます

地域勉強会の開催回数

平成１９年度 ７５回

平成２０年度

平成２１年度

８７回

８７回

平成２２年度

平成２３年度

８７回

８８回

地域勉強会で心がけていること

■ 地域住民の皆様が集まりやすい日時を設定していただく。

■ 検討する際には、案を２つ以上提案し、 参加者と一緒に議論する。

■ 方針を理解いただく必要がある時は、第三者（公共交通委員会委員）に参加していただく。

「土日でも夜でもいつでも良いです。皆様が一番集まりやすい日時を指定してください。」

案が１つですと、その案のままで話が進み、活発な議論になりません。

専門的、客観的な意見により、住民の理解が得られやすくなります。

平成２４年度 ９６回

平成２５年度 ６０回

平成２６年度 ５２回

平成２７年度 ５２回

5
平成２８年度 ４８回

４ 公共交通体系の整備方針
基幹交通とそれに接続するコミュニティ交通を整える

とともに、相互の連携を強化することにより、市民の連
続的な移動を確保します。



山口市市民交通計画の実現に向けて

■地域間バス交通の強化

地域間交流の活性化を図るため、旧市町の中心地間を結ぶバス路線を開設する。（秋穂－阿知須、小郡－阿知

須の２系統）

■コミュニティタクシーの導入
交通不便地域の交通弱者の移動手段を確保するため、地域住民が主体となってコミュニティタクシーの導入を進

める。１年間の実証運行の成果を踏まえ、本格運行への移行を判断する。

■わかりやすい公共交通情報の提供

鉄道・バス共通の総合的な交通マップ・時刻表を作成し、市内全世帯へ配布するとともに、インターネットでの情報

提供を行う。

■公共交通を利用する動機づけとなる事業の実施

山口市民公共交通週間やモビリティ･マネジメント、パーク･アンド･ライドを実施し、公共交通利用に対する市民意

識の高揚を図り、全市民的な取り組みとした展開を図る。

山口市公共交通委員会

平成２３年度 地域公共交通活性化・再生優良団体 大臣表彰受賞
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平成１９年５月
コミュニティタクシーモデル地域募集

コミュニティタクシーの導入

１１地域で検討会を実施

地域に伺って検討
アンケート調査等でニーズ調査

５地域が応募
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コミュニティタクシーの導入

対象地域（①～③全てを満たす地域）

①交通不便地域
②高齢者など移動に不自由している人の多い地域
③地域自らが主体となって運行に取り組む地域

事業主体 地域組織

運行範囲 地域内（最寄の駅やバス停、地域の中心地間）

運賃 移動距離や採算性の観点から地域が決定

■定性的基準 ◇交通不便地域 ◇高齢化率 ◇地域主体 ◇地域の協力

■定量的基準
◇収支率 ３０％以上 （年間乗車人数×正規運賃＋協賛金等）÷運行委託費

※地域内に病院または商業施設がない場合は、２５％以上

◇乗車率 ３０％以上 １便あたりの乗車人数÷使用車両の定員

コミュニティタクシー実証運行【１年間】

本格運行【３年以内に基準を達成することを条件に補助】

利用促進、協賛金の募集、運行計画改善など

利用促進、車両小型化、運行計画改善など

みんなで議論して改善

～地域主体のメリット～
・ルートやダイヤ、バス停などに地域の実情を反映させやすい
・地域に貢献したい身近な事業者の参加も促せる
・愛着が持たれ、みんなが利用するようになる
・交通を介して地域づくりや地域の連帯感が強まる
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利便性の高い公共交通体系の確立

地域運営組織
○運行計画の地元調整と決定
○利用者ニーズ把握
○広報発行（利用促進、現状報告）
○運行委託料の支払い等の会計事務
○時刻表作成・配布
○バス停の維持管理

○安全かつ確実な輸送
○利用者のニーズ吸い上げ
○運行に関する法律手続き

○運行に関する補助金支出
○運行計画、利用促進活動

検討に関する提案
○法律手続き等支援

協働

地域の移動手段は、地域事情を一番ご存知である地域が主体となり、

交通事業者や行政とともに、みんな が 協働して創り育てる

運行事業者 行政

コミュニティタクシーの運行モデル

コミュニティタクシーの導入
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コミュニティタクシーの導入

山口

小郡

阿知須 秋穂

徳地

阿東

７地域で、地域主体のコミュニティタクシー運行中

沿線人口／世帯数 400人／170世帯

運行の態様 区域（デマンド）

運行車両 ９人乗りジャンボ車両

運行日 月～金

運行便数 6便/日

島地地域：藤木おたっしゃ号
【Ｈ22.4.1運行開始】

沿線人口／世帯数 9316人／3605世帯

運行の態様 定時定路線（一部デマンド）

運行車両 4人乗りセダン車両

運行日 月～金

運行便数 2系統13便/日

阿知須地域：あじす☆きららコミタク

【Ｈ20.10.1運行開始】

沿線人口／世帯数 2156人／855世帯

運行の態様 定時定路線

運行車両 ９人乗りジャンボ車両

運行日 月、水、金

運行便数 6便/日

宮野地域：宮野コミタク
【Ｈ20.2.1運行開始】

沿線人口／世帯数 583人／220世帯

運行の態様 定時定路線

運行車両 4人乗りセダン車両

運行日 月、水、金

運行便数 7便/日

嘉川地域：みんなでＧＯ！
【Ｈ20.1.26運行開始】

沿線人口／世帯数 894人／375世帯

運行の態様 定時定路線

運行車両 5人乗りセダン車両

運行日 月、水、金

運行便数 4便/日

小鯖地域：小鯖コミタク
【Ｈ20.2.25運行開始】

沿線人口／世帯数 2942人／1124世帯

運行の態様 定時定路線

運行車両 4人乗りセダン車両

運行日 月、水、金

運行便数 2系統12便/日

佐山地域：ふれあい号
【Ｈ20.10.1運行開始】

地域の皆様が自分たちの問題として考え、地域特性・ニーズにあったルート・ダイヤに改善していただいています。

沿線人口／世帯数 3778人／1489世帯

運行の態様 定時定路線

運行車両 ９人乗りジャンボ車両

運行日 月～土

運行便数 8便/日

小郡地域：サルビア号
【Ｈ19.12.25運行開始】

沿線人口／世帯数 2836人／1077世帯

運行の態様 定時定路線

運行車両 9人乗りジャンボ車両

運行日 月、水、金

運行便数 2系統2便／日

秋穂地域：菜の花号
【Ｈ20.2.26運行開始】
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コミュニティタクシーの状況

運行改善、利用促進で効率的で利便性の高いコミュニティタクシーへ

平成２８年度実績

実証運行実績

地域名 小鯖 宮野 嘉川 小郡 秋穂 佐山 阿知須 藤木

使用車両 ジャンボ ジャンボ 中型 ジャンボ ジャンボ 小 型 小 型 バス車両、小型

１便あたりの乗車人数 １．９人 １．３人 １．９人 ４．４人 ２．３人 １．０人 １．９人 ２．６人

１月あたり １４４人 １１９人 １９０人 ７３０人 １７３人 １８７人 ５７６人 ２６５人

乗車率 ２２％ １４％ ３８％ ４９％ ２６％ ２５％ ４８％ ２２％

収支率 ２８％ ２７％ ２５％ ３５％ ３８％ １３％ ２０％ ３２％

地域名 小鯖 宮野 嘉川 小郡 秋穂 佐山 阿知須 藤木

使用車両 小 型 ジャンボ 小 型 ジャンボ 小 型 小 型 ジャンボ・小型

１便あたりの乗車人数 １．９人 １．８人 １．６人 ５．７人 １．７人 ２．１人 ２．４人

１月あたり ９１人 １３５人 １９１人 １，２５０人 ２０１人 ５９０人 ３２９人

乗車率 ４６．３％ ２０．４％ ３９．１％ ６７．０％ ４１．３％ ５２．０％ ４５．９％

収支率 １５．９％ ３０．１％ ２８．０％ ３６．５％ ３９．７％ ３０．１％ ３２．３％

コミュニティタクシーの導入

停留所、車体表示の改善 おでかけツアー 地域事業と協力

コミタクと路線バスを乗り継
ぐおでかけツアーを実施

停留所のデザイン、車体表示を
改善し、認知度向上

認知度向上のため、演歌コ
ンサートやカレンダー作成

◇地域の老人会やお祭
り、選挙時に臨時便を
運行

◇コミタク通信を発行
◇回数券購入者にプレ
ゼントをするキャンペー
ンを実施

◇車内でヒアリングして
生の意見を聴取
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人口減少

高齢者の比率は増え
つつも、全体の人口
が減少し、利用者が
減少する可能性が

大きい。

免許保持者増加

年代が下がるにつれ
女性の免許保持率
が高くなり、高齢に
なってもマイカーを
手放さないため、
コミタク利用が
期待できない。

後継者・担い手

役員は沿線自治会役
員が多く、１～2年で替
わるため、後継者が

育っていない。
運転手不足から
タクシー事業者が

撤退。

今後の課題と取組み

今後の取組み･･･
生活圏をふまえた運行形態に関する研究
運行基準の見直し検討
運行体制の見直し検討
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コミュニティタクシーから生まれた施策 ： グループタクシーの導入

■コミュニティタクシーは、ある程度の人口規模（需要）のある地域でなければ効率的な運行が困難
■山口市には、小さな集落が散在しており、こうした地域の移動手段確保策が必要
■一般タクシーを共同利用する仕組みづくりを目指して、タクシー利用券を交付する事業を実施
■該当地域の自治会長にお願いし、制度の説明会を開催

13

メニュー選び

交通需要
道路の幅

コミュニティバス 路線バス
定時定路線デマンド

コミュニティタクシー

グループタクシー

？

多い
広い

少ない
狭い



人口密度が低く高齢化が進むなど、コミュニティタクシーの運行が難しい交通不便
地域に住む交通弱者に対して、タクシー利用券を交付し、買い物や通院など日常生
活における移動負担の軽減を図るとともに、一般タクシーの共同利用による地域コ
ミュニティの活性化を図る。

■交付要件
・年齢要件 ６５歳以上の方
・距離要件 最寄りの公共交通機関から１ｋｍ（７５歳以上の方は７００ｍ）以上

離れている方
・そ の 他 他のタクシー利用券制度（福祉系）を受けていない方

■申請方法
・要件を満たす、原則として４人以上のグループで申請

■利用方法
・１乗者につき１人１枚利用でき、タクシー運賃から利用券の額を差し引いた運賃
を現金で負担する。（相乗りするほどお得）
１ｋｍ（７５歳以上の方７００ｍ）以上１．５ｋｍ未満 ３００円券×６０枚
１．５ｋｍ以上４．０ｋｍ未満 ５００円券×６０枚
４．０ｋｍ以上 ７００円券×６０枚
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グループタクシーの事業概要



15

グループタクシーの利用の仕方
例えば・・・
３００円の利用券をお持ちの方が、
ご自宅からスーパーまでの３ｋｍをタクシーでお出かけする場合、
タクシー料金は１，１１０円（小型）になります。

◆１人で利用した場合
１枚しか利用できないため、残り８１０円は現金で支払います。

◆３００円の利用券をお持ちの方が３名で相乗りした場合
１人１枚ずつ利用して合計９００円分利用できるので、残り２１０円。
２１０円を３人で割勘すると、１人７０円。

グループで乗ればお得です！



16

20年度
10月～3月

21年度
4月～9月

21年度
10月～3月

22年度 23・24年度
25・26・27年度
28年度4月～9月

28年度10月～

年齢要件 70歳以上 65歳以上

運転免許
要件

非保持者 保持者も可

公共交通機関
からの距離 1.5km以上 1km以上

1km以上
(75歳以上の方

700m)

利用方法 2人以上で乗り合い
2人以上で乗り合い
※あいのり便を設定した場合、あ
いのり便に限り1人でも利用可

1人でも利用可

利用券
300円券
年間20枚

3km未満300円券
3km以上500円券

年間30枚

1km以上1.5km未満300円券
1.5km以上500円券

年間60枚

1km以上1.5km未満
300円券

1.5km以上4km未満
500円券

4km以上700円券
年間60枚

1km(75歳以上の方
700m)以上1.5km未満

300円券
1.5km以上4km未満

500円券
4km以上700円券

年間60枚

グループタクシー制度の変遷 －利用者ヒアリング等から－

平成20年10月から実証実験

平成24年 4月から本格実施



お出かけ

出かけたいときは誰か
に頼むしかなかったけ
ど、自分で好きなときに

出かけられる

2

安心感

いつもは車を使うけど、
いざというときに、タク
シーを呼べるから安心

1

信頼と安定

地元のタクシー会社に
お願いするので、つい
顔なじみの運転手さん

を呼んでしまう

3
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グループタクシーのメリット －利用者の声からー



18

コミュニティタクシーの利用実績
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グループタクシーの利用実績



運行経費の推移

コミュニティタクシー事業費

要因

■小郡、嘉川、宮野、秋穂、小鯖地域が運行を開始（H19.12～H20.2）
■佐山、阿知須地域が運行を開始（H20.10） ■島地地域が運行を開始（H22.4）
■嘉川地域が１便増便（H23.6）、小郡地域が週5日から週6日運行へ（H23.12）
■宮野地域が実証運行実施（H24.10～H25.9) ■嘉川地域が2便増便（H27.4)
■秋穂地域が運行終了（H27.8)

グループタクシー事業費

要因

■事業開始（H20.10）
■対象者・利用要件見直し（H21.4年齢要件、運転免許要件、H21.10あいのり便の設定、
H22.4距離要件、H23.4利用方法、H28.10距離要件）

（千円）

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

3,696 22,832 27,755 32,026 32,303 35,323 37,629 37,513 36,621 35,293

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

384 544 1,097 2,137 3,175 4,227 4,460 4,305 5,142

（千円）
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わかりやすい公共交通情報の提供

交通体系の整備だけでは、利用増加が見込めない 積極的な情報提供をしよう！山口市は、過度なマイカー社会

山口市公共交通マップ 山口市総合時刻表

市内の鉄道、バス、コミバス・コミタク
などの運行時刻を１冊にまとめた冊子
約２万冊×年２回（４月、１０月）

駅・停留所の位置やルート等の
情報不足の解消を図り、公共
交通利用の障壁を取り除く

交通事業者
・広告掲載
・時刻改正情報
の早期提供

交通事業者
・掲載情報の
校正

協力
協力
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公共交通を利用する動機づけとなる事業

山口市民公共交通週間

山口市は、過度なマイカー社会 交通体系の整備だけでは、利用増加が見込めない 市民意識の高揚を図ろう！

モビリティ・マネジメント

交通事業者
・バス半額券
２枚を刷り込み
料飲組合

・１０％割引クー
ポン券などを刷
り込み

チラシを全戸配布 イベント

交通事業者、
地元企業
・ビンゴゲーム
の景品提供
運輸支局

・バス乗り方教
室の開催
商工会議所

・ご当地鍋の
ふるまい

継続的に実施することにより、市民の公共交通への関心の喚起や重要性の認識が高まります。毎年必
ず新しい取り組みを入れ、効果を検証しながら、継続的に実施していきたいと考えています。

協力協力
市内一斉ノーマイカーデー

協力

交通事業者

・通勤時間帯の
増車両
県警

・道路交通情報
の提供

市長も毎年実施

実績
２０年度

58社1,897人
２８年度

24社876人
来場者も年々増加
28年度は5,500人

配布グッズ

アンケート 啓発冊子 公共交通マップ

携帯時刻表

総合時刻表

協力

連合自治会

・事前アンケート、
フィードバックチラ
シの配布

事前セミナー

事前アンケート、グッズ配布

事後アンケート

結果フィードバック
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ﾓﾋﾞﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ：多様な交通施
策を活用し、個人や組織・地域
のモビリティ（移動状況）が社会
にも個人にも望ましい方向へ
自発的に変化することを促す
取組み

学校モビリティマネジメント
（小鯖小学校）

公共交通教室（湯田小学校）

公共交通を利用する動機づけとなる事業

23

路線バスの基本的な乗り方・降り
方などを実際に体験することで、
バスに対する興味や親しみを持ち
、クイズや説明を通して楽しく社会
に対するマナーや交通安全などの
理解を深め、バス利用の機会を増
やすために実施


